
近畿農政局大阪府拠点

OSAKA MAFF  通信

大阪府拠点WEBページ

◆食料システム法（食品等の取引の適正化）の概要
◆GREEN×EXPO 2027 樹木移送プロジェクト ～大阪万博のレガシー継承～
◆堺市の「青果朝市」で「みどり戦略」をPRしました
◆大阪府の2025年農林業センサス結果の概要（確定値）

Topics

編集・発行 近畿農政局大阪府拠点
 

大阪市中央区大手前1-5-44
                         大阪合同庁舎第1号館 6階

06-6943-9691

〒540-0008

大阪城東外堀の桜

2026. 4.27発行

Vol.16

https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/index_2012.html
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/index_2012.html
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/index_2012.html


「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の
促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」（食料システム法）

食料システム法では、食品産業の持続的な発展に向けた計画認定制度と合理的な費用を考慮
した価格形成に向けた食品等の取引の適正化に関する措置が講じられています。

計画認定制度は令和７年10月１日から、食品等の取引の適正化は令和８年４月１日から、そ
れぞれ開始されています。

今回は食品等の取引の適正化に関する措置について紹介します。

食料全般の取引を対象に以下の２つの努力義務が課されます。

①持続的な供給に要するコスト等の考慮を求める事由を示して、協議の申出がされた場合、
誠実に協議

②商習慣の見直しなど、持続的な供給に資する取組の提案があった場合の検討・協力

食料システム法：農林水産省

努力義務に関する取組が不十分である場合、必要に応じて、指導・助言または勧
告・公表の措置をとります。

コスト指標の作成・活用

通常の取引では費用が認識しにくい飲食料品等として、農林水産大臣が指定した品目（指定
品目）を対象に、認定を受けた団体が、生産、製造、加工、流通又は販売など食料供給の各段
階に要する費用を示す「コスト指標」を作成・公表します。

コスト指標は事業者間の取引条件の協議において活用していただくことが可能です。

令和８年4月1日施行の農林水産省令では、以下の５品目が指定飲食料品等として指定されてい
ます。

☆食料システム法の詳細や食品産業の持続的な発展に
向けた計画認定制度の概要については、農林水産省
WEBサイトをご覧ください。

取組が不十分な場合の措置

※飲食料品等事業者等とは、飲食料品等の製造、加工、流通又は販売の事業を行う食品等事業者、飲食料品等の生
産の事業を行う農林漁業者を合わせた総称。

食品等の取引の適正化（令和８年４月１日より開始）

食品等の取引の適正化：農林水産省

「食品等の取引の適正化」の詳細は、農林水産省WEBサイトをご覧ください。

※努力義務（対象：飲食料品等事業者等 同士で行う飲食料品等の売買その他取引）

米穀 野菜 豆腐 納豆 飲用牛乳（成分調整牛乳を除く。）

食料システム法（食品等の取引の適正化）の概要
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いよいよ来年３月に開催される『GREEN×EXPO 2027』の会場へ、関西・
大阪万博のレガシー継承の一環として、万博敷地内に植えられていた樹木を、緑
配便®（りょくはいびん）※により移送しました。

この取組については、農林水産省YouTubeチャンネルBUZZMAFF『となりの
近畿』で取材・配信しています。ぜひご覧ください。

※緑配便とは、住友林業緑化、JR貨物、川崎汽船が日本通運と連携し、幹線輸送をトラック
から船舶や鉄道へシフトすることにより脱炭素化を目指す樹木配送サービスのことです。

2027年3月19日（金）から同年9月26日(日)まで神奈川県横浜市で開催

☆☆GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）☆☆

前売りチケット販売中です！！
https://expo2027yokohama.or.jp/

「幸せを創る明日の風景」をテーマに、花や緑との関わりを通じ、
自然と共生した持続可能で幸福感が深まる社会の創造を提案、横浜
から明日に向けた友好と平和のメッセージを発信します。

↑動画はこちら

◆四季折々の1000万株の花や緑が集い、豊かな自然や生物多様性を
体感できる空間が広がります。

◆会期初めには、約40種600本の桜が咲き誇ります。
◆日本・海外の政府・自治体・企業等が参加します。
◆最新技術、農と食の体験、クラフト、子ども向け自然体験など、

多様な5つの「Village」で構成されます。

令和８年４月４日（土）、大阪府堺市堺区にある堺東駅前広場ジョルノビル1階正面入口前
で開催されたイベント内でサンプラザ堺東駅前店が運営する「サンプラザ青果朝市」におい
て、消費者の方へ『みどりの食料システム戦略』の理解促進を図る取組を行いました。

【大盛況の青果朝市】【みえるらべる】

有機農産物等の環境に配慮した農産物コーナーにおいて、スー
パーマーケットサンプラザの協力の下、消費者向けの「みえるらべ
る」等のみどりの食料システム戦略の説明資料の配布を行いました。

【説明資料】

来場者からは、「生産者さんが取り組まれている環境配慮につい
て、★の数で示されると分かりやすくていいですね！今後、買い物
に行く際には、意識して確認してみたい！」などといったお声をい
ただきました。

【配布後の説明】

↑大阪府拠点フォトレポートはこちら

☆ゆうき農園の取組は？☆

GREEN×EXPO 2027 樹木移送プロジェクト ～大阪万博のレガシー継承～

堺市の「青果朝市」で「みどり戦略」をPRしました
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地方参事官ホットライン 電話：06-6941-9658 （平日9:00～17:00） メール：hotline_kinkiosaka@maff.go.jp

農政に関するご相談、事業や制度へのご意見等がございましたら、お気軽に地方参事官ホットラインまで連絡ください。
広報誌に対するご意見等もお待ちしています。
 

近畿農政局 大阪府拠点 地方参事官室
電話 ：06-6941-9658 （対応時間 平日9:00～17:00）
メール ：hotline_kinkiosaka@maff.go.jp
Webサイト：https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/161215.html

大阪府の農林業経営体数（令和７年２月１日現在）は6,007経営体で、５年前に比べ1,722経
営体（22.3％）減少した。

このうち、農業経営体は5,971経営体、林業経営体は81経営体となり、５年前に比べそれぞ
れ1,702経営体（22.2％）、47経営体（36.7％）減少した。

農業経営体のうち、個人経営体は5,835経営体となり、５年前に比べ1,723経営体
（22.8％）減少した。一方、団体経営体は136経営体となり、21経営体（18.3％）増加した。

林業経営体のうち、個人経営体は62経営体、団体経営体は19経営体となり、５年前に比べそ
れぞれ41経営体（39.8％）、６経営体（24.0％）減少した。

資料：農林水産省「2025年農林業センサス」
注１：農業経営と林業経営を合わせて営んでいる経営体があるため、農業経営体数と林業経営体数の合計と農林業

経営体数は一致しない。
２：表中の「△」は減少したものを示す。
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図 農林業経営体数（大阪府）
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　平成27年 9,387 9,234 153 132 9,293 9,175 118 103 267 228 39 33

　令和２ 7,729 7,590 139 117 7,673 7,558 115 97 128 103 25 21

　　　７ 6,007 5,853 154 135 5,971 5,835 136 121 81 62 19 15

増減率（％）

令和２年/平成27年 △ 17.7 △ 17.8 △ 9.2 △ 11.4 △ 17.4 △ 17.6 △ 2.5 △ 5.8 △ 52.1 △ 54.8 △ 35.9 △ 36.4

令和７年/２年 △ 22.3 △ 22.9 10.8 15.4 △ 22.2 △ 22.8 18.3 24.7 △ 36.7 △ 39.8 △ 24.0 △ 28.6
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表 農林業経営体数（大阪府）
単位：経営体

大阪府の2025年農林業センサス結果の概要（確定値）

農林業センサス：農林水産省
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